
育児休業手当金及び介護休業手当金給付上限相当額の変更について 

 

雇用保険法第１７条第４項第２号ハ及びロに定める額の変更に伴い、令和５年８月１日

以降の各手当金の給付上限相当額が下記のとおり変更されました。 

 

（１） 育児休業手当金の給付上限相当額（給付日額の限度額） 

 給付割合 変更後 変更前 

育児休業手当金 
６７/１００ １４，０９７円 １３，８７８円 

５０/１００ １０，５２０円 １０，３５６円 

   （注）給付上限相当額を超える標準報酬の等級及び標準報酬の月額 

     第２９級 ４７０，０００円 

     なお、給付割合６７／１００は、育児休業開始から１８０日間に限ります。 

 

（２）介護休業手当金の給付上限相当額（給付日額の限度額） 

  給付割合 変更後 変更前 

介護休業手当金 ６７/１００ １５，５１３円 １５，２６６円 

   （注）給付上限相当額を超える標準報酬の等級及び標準報酬の月額 

     第３１級 ５３０，０００円 


